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令 和 ８ 年 度 子 育 て 支 援 Ｄ Ｘ 推 進 事 業 実 施 委 託 業 務 に つ い て 、 一

般 競 争 入 札 を 行 い ま す の で 、 高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39年 高 知 県 規

則 第 12号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。）  第 ７ 条 の 規 定 に よ り 公 告 し ま

す 。  

入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 下 記 に よ り 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確

認 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ）（ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。） を 作 成 し て く

だ さ い 。  

な お 、 令 和 ８ 年 度 高 知 県 当 初 会 計 予 算 が 提 案 ど お り 議 決 さ れ な

か っ た 場 合 は 、 本 件 手 続 き に つ い て 停 止 等 を 行 う こ と が あ り ま

す 。  

 

令 和 ８ 年 ３ 月 11日  

高 知 県 知 事 　 濵 田 　 省 司  

 

１ 　 入 札 に 付 す る 事 項  

（ １ ） 業 務 の 名 称  

　 　 令 和 ８ 年 度 子 育 て 支 援 Ｄ Ｘ 推 進 事 業 実 施 委 託 業 務  

（ ２ ） 業 務 の 内 容  

　 　 　 別 紙 １ 　 仕 様 書 の と お り  

（ ３ ） 履 行 期 限  

　 　 　 契 約 締 結 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31日 ま で  

（ ４ ） 入 札 方 法  

落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金  

額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す

る 。） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積

も っ た 契 約 金 額 の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載  

す る こ と 。  

 

２ 　 入 札 参 加 資 格  

次 に 掲 げ る す べ て の 要 件 を 満 た し 、 か つ 、 ５ の （ ４ ） に よ り

事 前 に こ の 入 札 公 告 に 係 る 入 札 参 加 資 格 が あ る こ と の 確 認 を 受

け た 者 は 、 こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ の

規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 高 知 県 に お け る 「 令 和 ６ 年 度 ～ 令 和 ８ 年 度 競 争 入 札 参 加 資

格 者 登 録 名 簿 （ 物 品 購 入 等 関 係 ）」 に 登 録 さ れ て い る 者 で あ

る こ と 。  

（ ３ ） こ の 入 札 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 、 高 知 県 物 品 購

入 等 関 係 指 名 停 止 要 領 （ 平 成 ７ 年 12月 高 知 県 告 示 第 638号 ）

に 基 づ く 指 名 停 止 等 の 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  



（ ４ ） ５ の （ ４ ） に よ り こ の 入 札 公 告 に 係 る 入 札 参 加 資 格 が あ る

こ と の 確 認 を 受 け る 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 、 令 和 ６ 年 度

か ら 令 和 ８ 年 度 ま で に 県 が 発 注 す る 物 品 の 購 入 又 は サ ー ビ ス

の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入 札 の 参 加 者 の 資 格

等 （ 令 和 ５ 年 ９ 月 26日 高 知 県 告 示 第 638号 。 以 下 「 告 示 」 と

い う 。） 第 １ の ２ の （ ９ ） に 該 当 し 、 告 示 第 ７ の 規 定 に よ り

入 札 参 加 の 資 格 の 取 消 し を 受 け て い な い こ と 又 は 告 示 第 １ の

２ の （ ９ ） に 該 当 し な い こ と 。  

（ ５ ）（ １ ） か ら （ ４ ） ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 入 札 説 明 書 に

示 し た 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満 た す 者 で あ る こ と 。  

 

３ 　 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等  

（ １ ） 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

郵 便 番 号 780－ 857 0  

高 知 市 丸 ノ 内 一 丁 目 ２ 番 20号  

高 知 県 子 ど も ・ 福 祉 政 策 部 子 育 て 支 援 課 　 子 育 て 支 援 担 当  

電 話 番 号 088－ 823－ 96 41  

（ ２ ） 入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  

ア 　 手 渡 し に よ る 交 付 の 場 合  

令 和 ８ 年 ３ 月 11 日 （ 水 ） か ら 同 年 ４ 月 13 日 （ 月 ） ま で

（ 国 民 の 祝 日 、 日 曜 日 及 び 土 曜 日 を 除 く 。） の 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時 ま で （ 午 後 零 時 か ら 午 後 １ 時 ま で の 間 を 除

く 。） の 間 に （ １ ） の 交 付 場 所 で 交 付 す る 。  

イ 　 ダ ウ ン ロ ー ド に よ る 交 付 の 場 合  

令 和 ８ 年 ３ 月 11 日 （ 水 ） 午 前 ９ 時 か ら 同 年 ４ 月 13 日

（ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で の 間 に 子 育 て 支 援 課 の ホ ー ム ペ ー ジ

(ht t p s : / / w w w . p r e f . k o c h i . l g . j p / s o s h i k i / 0 6 0 0 0 0 / 0 6 0 5 0 1 / )

で 交 付 す る 。  

４ 　 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

ア 　 日 時  

令 和 ８ 年 ４ 月 14日 （ 火 ） 午 前 10時 30分  

イ 　 場 所  

高 知 県 高 知 市 丸 ノ 内 ２ 丁 目 ４ － １  

高 知 県 保 健 衛 生 総 合 庁 舎 　 １ 階 「 中 会 議 室 」  

 

５ 　 そ の 他  

（ １ ） 入 札 及 び 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

　 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

（ ２ ） 入 札 保 証 金  

規 則 第 ９ 条 及 び 第 10条 の 規 定 に よ る  

（ ３ ） 契 約 保 証 金  

      規 則 第 39条 及 び 第 40条 の 規 定 に よ る  

（ ４ ） 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 求 め ら れ る 事 項  

こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 説 明 書 に 示

し た 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満 た す こ と を 証 明 す る 書 類 を 令 和 ８



年 ４ 月 ６ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 入 札 説 明 書 で 指 定 し た 場 所

に 提 出 し 、 こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 が あ る こ と の 確

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 開 札 の 日 ま で の 間 に お い

て 、 知 事 か ら 当 該 書 類 に 関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ

に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ ５ ） 最 低 制 限 価 格 の 有 無  

　 　   無  

（ ６ ） 入 札 の 無 効  

こ の 入 札 公 告 に 示 し た 入 札 参 加 資 格 の な い 者 が し た 入 札 、

入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 が し た 入 札 、 押

印 を 省 略 し た 入 札 書 に あ た っ て は 、 入 札 書 を 投 か ん し た 者 の

本 人 確 認 が 行 え な か っ た 入 札 そ の 他 規 則 第 21条 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

（ ７ ） 落 札 者 の 決 定 方 法  

規 則 第 15条 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者

と す る 。  

（ ８ ） 落 札 者 が 、 入 札 の 日 か ら 契 約 を 締 結 す る 日 ま で の 間 に 、 告

示 第 １ の ２ の （ ９ ） に 該 当 し 、 告 示 第 ７ の 規 定 に よ り 入 札 参

加 資 格 の 取 消 し を 受 け た と き 又 は 告 示 第 １ の ２ の （ ９ ） に 該

当 し た と き は 、 当 該 落 札 者 と 契 約 を 締 結 し な い も の と す る 。  

（ ９ ） 手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  

　 　  無  

（ 10） 契 約 書 作 成 の 要 否  

　 　  要  

（ 11） 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

　 　  ３ の （ １ ） に 同 じ 。  

（ 12） 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  


